
令 和 7 年 ６ 月 発 行 

山形県火災共済協同組合 

9 9 0 - 8 5 8 0 

山形県山形市城南町 1-1-1 

霞 城 セントラル  13 階 

℡： 023-647-2380 

 火 災 共 済 か ら の お 知 ら せ  
 

～万が一の火災に対する備えは万全でしょうか～ 

 

令和 7 年に入り、山形県内において多くの建物火災が発生しております。 

特に 5 月に入り、複数の建物を含む大火事も複数発生しております。 

そのような場合にお役立ちいただけるのがご自身の火災共済(保険)です。 

しかし、内容によっては希望通りの補償を受けることができない場合もございます。 

加入内容を定期的にご確認いただき、災害に備えることが大切です。 

 

＜山形県内の建物火災件数＞     ＜5 月～6 月における主な火災＞ 

 

 

 

 

 

 
 

もらい火の場合、火災共済の必要があるの？ 

隣家からのもらい火による火災の場合、火元に重大な過失がない限り、火元から 

賠償を受けることはできません(失火の責任に関する法律) 

その場合はご自身の火災共済(保険)にて対応することができます。 

よって、自身以外の要素での火災にも備える必要がございます。 

 

 補償の内容は十分でしょうか？ 

昨今の物価高等の影響により、建物の価値が上昇する中で、 

ご加入当時では十分に思われた補償では不足してしまうよう 

な事態が発生してしまう恐れがございます。 

例）新築 3,000 万円で建てた家に 3,000 万円で加入。 

   火災で全焼し再建の見積もりを行ったころ、もっとかかる 

   と言われた。 

火災共済は建物の価値までご利用いただくことが可能です。 

ご加入内容について、今一度ご確認をお願い申し上げます。 

 令和 7 年 令和 6 年 

1 月 9 件 13 件 

2 月 16 件(+60%) 10 件 

3 月 19 件(+73%) 11 件 

4 月 16 件(+23%) 13 件 

 

 
2025.06  

日付 市区町村 被害状況 

5 月 1 日 南陽市 住宅 5 棟が焼ける 

5 月 25 日 長井市 住宅 2 軒が全焼 

5 月 29 日 尾花沢市 住宅など 8 棟が全焼 

6 月 5 日 飯豊町 住宅など 5 棟が焼ける 

 
参照先：山形県 HP 山形県内の火災件数より 



 

ご加入内容に漏れはございませんか？ 

建物にのみご加入の場合、火災や自然災害等で損害が生じた際に 

は、建物にのみのお支払いとなります。住宅であれば家財、事業を 

されている方であれば什器、商品、機械など、加入していない対象 

に損害が生じてもお支払いは受けられません。 

＜用語ワンポイント：共済契約対象について＞ 

①建 物 ： 建物および建物に付加した設備(電気、通信、給排水、冷暖房、エレベーター等) 

②家 財 ： 家庭用に使用している生活用品(電化製品、衣類、パソコン、タンス等) 

③什器・備品 ： 業務用に使用している業務用品(電化製品、通信機器、事務用品、作業用品等) 

④機械・設備 ： 工場内で稼働する機械、屋外設備(一般機械、冷凍装置、屋外キューピクル等) 

⑤商品・製品 ： 商品、製品、半製品、原材料等(仕入原価が基準になります) 
 

アパートでも火災共済(保険)に入る必要があるの？ 

火災により借りているお部屋の家財に被害がある場合、ご自身の火災共済(保険) 

が無いとお支払はされません。 

また、借りているお部屋で事故を起こした場合、大家さんへ賠償責任が生じます。 

そのため、借家人賠償責任保険へ御加入をお勧めいたします。 
 

自動車共済に車両共済は付帯されていますか？ 

火災により被災した自動車について、通常は火災共済(保険)の対象外となります。 

その場合は『車両共済』をご利用いただければ対応することが可能です。 

なお、火災については『車対車+A・一般』どちらでも対応可能となっております。 

建物だけではなく、自動車共済についても見直しをおすすめいたします。 

 

 山形県火災共済取扱  商品一覧  
①火災共済・・・・・・・・・・・・・・・・建物や建物内収容物を火災や自然災害等の損害をお支払いします。  

②自動車総合共済 MAP・・・・・自動車事故に係る経済的損失からお客様をお守りします。  

③まごころ共済(自動車事故費用共済)…任意共済では難しい誠意部分をカバー。円満解決へお役に立ちます。 

④医療・傷害総合保障共済・・・予期せぬ病気やケガで必要になる経済的負担を軽減します。 

⑤休業対応応援共済・・・・・・・・火災、台風、地震等で休業した際の事業継続を応援します。 

⑥地震危険補償共済・・・・・・・・地震による火災、損壊、水災を実損害で補償します。  

お見積りに際して、ご加入中の保険証券をご用意いただければ、同条件にてお見積りいたします！ 

また、上記以外の商品につきましてもご案内の出来るものがございます。  

是非、この機会に見直し等ご検討いただければと思います。  

山形県火災共済協同組合               TEL：023-647-2380 

山形県山形市城南町 1-1-1 霞城セントラル 13 階   FAX：023-647-2382 


